
健 第 １６８ 号

平成２６年４月３０日

（公社）岡山県医師会長 殿

（一社）岡山県病院協会長 殿

岡山県保健福祉部長

鳥インフルエンザ（Ｈ七Ｎ九）を指定感染症として定める等の政令の

一部を改正する政令及び鳥インフルエンザ（Ｈ七Ｎ九）を指定感染症

として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令の一部を改正す

る省令の施行について

平素から、感染症対策の推進にご協力賜り、感謝申し上げます。

このことについて、平成２６年４月２５日付け健感発０４２５第１号により厚生労働省

健康局結核感染症課長から通知がありましたので、ご了知の上、貴会員への周知について

よろしくお願いいたします。

（内容）

鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）の指定感染症としての指定期間を１年間延長



健感発０４２５第１号

平成２６年４月２５日

都 道 府 県

各 政 令 市 衛生主管部（局）長 殿

特 別 区

厚生労働省健康局結核感染症課長

（ 公 印 省 略 ）

鳥インフルエンザ（Ｈ七Ｎ九）を指定感染症として定める等の政令の

一部を改正する政令及び鳥インフルエンザ（Ｈ七Ｎ九）を指定感染症

として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令の一部を改正す

る省令の施行について（施行通知）

鳥インフルエンザ（Ｈ七Ｎ九）を指定感染症として定める等の政令の一部を改正

する政令（平成２６年政令第１７０号。以下「改正令」という。）及び鳥インフル

エンザ（Ｈ七Ｎ九）を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令の一部を

改正する省令（平成２６年厚生労働省令第５８号。以下「改正則」という。）につ

いては、平成２６年４月２５日に公布されるとともに、同日に施行されたところで

ある。その主な内容は、下記のとおりであるので、貴職におかれては、貴管内の関

係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏のないようにされたい。

この通知においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号）を「法」と、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律施行令（平成１０年政令第４２０号）を「令」と、感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成１０年厚生省令第９

９号）を「規則」とそれぞれ略称する。

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項

に規定する技術的な助言である。

記

第１ 改正の趣旨

鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）については、平成２５年５月に、ヒトからヒ

トへ感染することを前提として、指定感染症として指定したところである。こ

れにより、鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）については、四類感染症に係る規定



を適用することに加えて、二類感染症に係る規定が準用されることとしたとこ

ろである。

鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）のヒトへの感染については、引き続き、その

発生及びまん延の防止のために対応を行うことが必要とされていることから、

指定感染症としての指定期間を１年間延長することとした。

第２ 改正の概要

鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）について、二類感染症に係る規定が準用され

る期間を１年間延長するものであること。あわせて、法の規定が準用される場

合、それらの規定に基づく令及び規則の規定が準用される期間を１年間延長す

るものであること。

これにより、鳥インフルエンザ（Ｈ七Ｎ九）を指定感染症として定める等の

政令（平成２５年政令第１２９号）及び鳥インフルエンザ（Ｈ七Ｎ九）を指定

感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令（平成２５年厚生労働省令

第６２号）は、平成２７年５月５日をもって失効することとなること。

第３ 施行期日

施行期日は、改正令及び改正則の公布の日（平成２６年４月２５日）から施

行するものであること。
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